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 【開会＝午前 10 時 00 分】 

 

ただいまから広報広聴委員会を開催いたします。 

本日は議会だより編集についてを議題といたします。そ

れでは８月１日発行の議会だよりについて、ページごとに

見ていきたいと思います。 

最初に表紙について、市制施行 70 周年記念式典の写真を

入れてありますが、ほかにいくつかの写真がありますので

表紙の写真の候補などありましたらご協議を願います。 

 

（意見なし） 

 

現行どおりでよろしいですか。 

 

（異議なし） 

 

では、現行どおりの緞帳が降りて美濃の国羽島太鼓が演

奏されておるところ、それでいきたいと思います。キャプ

ションについても何か意見がありましたら。左下の部分、

これは太鼓の説明やね。太鼓の説明については事務局のほ

うにお任せしてはいかんけど、何かありますか。 

 

これを見る限り、例えば市制施行 70 周年を祝い勇壮な太

鼓に、とかそういうふうなことを入れるんですけど、文章

にしてみなきゃ分かんないです。20 文字ぐらいに入れれば

いいんですか。考えてきます、口頭ではできない。 

  

70 周年お祝いしての太鼓というイメージですね。何かそ

のほかご意見ありましたら。 

 

（意見なし） 

 

そのようなイメージでいいですか、太鼓の説明は。70 周

年をお祝いしての祝い太鼓というイメージで、文章はのち

ほどでいいですか。 

 

文章はできれば明日の早めに。 

 

（「では、今から考えます」と呼ぶものあり） 

 

その部分は川柳委員に一任してよろしいですか。 
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（異議なし） 

 

そのほか、何か意見ありますか。 

 

（意見なし） 

  

次に２ページから５ページの５月臨時会と６月定例会の

概要及び第３回定例会の議案の賛否一覧について、何かお

気づきの点がありましたらご意見をお願いします。 

２ページが羽島市議会の構成と議案と賛否の関係、３ペ

ージが議案の関係、４ページは非核平和都市宣言と補正予

算の関係、５ページが議案の審議結果と議案の賛否の一覧

表ということですけれども、何かご意見がありましたら。 

 

（意見なし） 

 

それではおおむね５ページまでについては原案のとおり

にさせていただきたいと思います。それでは６ページから

11 ページまで。６ページから 11 ページが議員の方の一般

質問の案内と、各議員に原稿を出していただいたのを字数

に応じて掲載文を作成していただきましたけども、何かご

意見ありましたら。 

一応 QR コードが出てるけど、QR コードをやればその人

の YouTube が見れるということですね。 

 

（「YouTube でなくホームページ」と呼ぶものあり） 

 

委員会終わってから気づいて修正かけられるのはいつで

すか。 

 

 明日の午前中までには出してもらって、明日中に委員の

皆さんに送りますので、週末申し訳ないですけどチェック

していただいて、週明け委員会ありますので。 

 

何かご意見ありますか。 

 

（意見なし） 

 

ないようでしたら現行どおりで進めたいと思います。 

それでは次に最後の 12 ページについて、今回は総務委員
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会の意見交換会ですけども、参加募集について、こちらの

ほうの関係で何かご意見がありましたら。 

 

意見交換会のお知らせの中ほどの記載なんですけど「参

加ご希望の方は」ってところの下の書き方の意味を伺いた

いんですが。「市内在住在勤在学どなたでも参加いただけま

す」と書いてあるんですが、これは誰でもって意味なのか

それともこの在住在勤在学の方であればどなたでもって意

味なのか、どちらなんですか。 

 

（「どなたでもいいならわざわざ市内在住と書かない」と呼

ぶものあり） 

 

（「そうすると「の」と入れたほうがいいかもしれない」呼

ぶものあり） 

 

それでは、訂正の文章を口頭で今説明してください。 

 

「市内在住、在勤、在学のどなたでも参加いただけます」

というふうで、在学の後に「の」を入れます。 

 

よろしいですか。 

 

（異議なし） 

 

そのほか、よろしいですか。 

 

（意見なし） 

 

これは参加募集の目標人数みたいなのありますか。あん

まり少ないといかんもんね。 

 

会議室の大きさからいうと 50 人ぐらいまでなら。 

 

職員の皆さんには日曜日ということでお休みの日ですけ

ども、ご協力をお願いしたいと思います。 

12 ページまで終わりましたけども、議会だよりの全体的

なことで何かご意見ありましたら。 

 

（意見なし） 
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よろしいですか。議会だよりの編集については終了させ

ていただきます。 

次に、総務委員会の意見交換会のお手伝いの委員を２名

決めたいと思いますが、８月 18 日にお願いしたいと思いま

すが、どなたか希望あったら。 

 

（意見なし） 

 

では当日 18 日は、私と安藤委員の２人が協力で出席する

ことで進めていきますのでよろしくお願いします。 

そのほか、何かございませんか。 

 

（意見なし） 

 

それでは議長さん何かありましたら。 

 

先日開催されました議会改革特別委員会の令和６年度の

協議事項の検討の中で、市議会ホームページの運営につい

て基準を定めてはどうかというご意見がございました。特

別委員会での協議の結果、ホームページ運営基準の協議に

ついては、所管事項となる広報広聴委員会にお願いしたい

との報告を受けましたので、本日ご提案をさせていただき

ます。それと今後、市議会のホームページの運営について

基準等々のご協議をお願いしたいと思っております。よろ

しくお願いいたします。 

 

今、議長さんのほうからホームページの関係で、具体的

なことになるとあれですが、広報広聴委員会でということ

ですが、今の関係で何かご意見がありましたら。 

 

ホームページの運用あるいは記載の基準をということで

すけれども、おそらく議会事務局としては何らかの基準に

基づいて編集なり記事の投稿なりをしてるんじゃないかと

思うんですね。 

とはいえそれは多分内規で、議員も知らないし当然市民

にも知らされていないし、どういうルールで今までホーム

ページが運用されてきたってことが分からない状態だと思

いますんで、ここではっきりさせて全議員も把握できるよ

うにするというのは大事なことではないかなと思います。 

 

事務局にお尋ねしますけどもホームページとか何かでル
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ール的な基準といいますか、そういうものがありましたら

お話しいただけますか。 

 

ホームページにつきましては、執行部側でホームページ

の運用基準というのを定めておりまして、それに従って市

のホームページの中に市議会のページを作ってあるという

ところで、基本的には市のホームページ管理運営要綱とい

うものがありまして、それに従って作成されているという

ところが一つの基準にはなっております。 

 

一度、口頭ではあれですので次回ぐらいに管理運用規定、

委員会に出していただけますか、文章でね。それ参考にし

てまた進めていきたいと思います。とりあえずよろしいで

すか、まずそれを見てから。 

 

まずは、今どういうふうに運用してるかというのを把握

するのは大事なことですし、議会としてそういったルール

も設けていかないといけないと思いますので、今のルール

を参考にしながら議会として定めていくという今の委員長

の方針のとおりでいいと思います。 

 

そのほか。 

 

（意見なし） 

 

他の議会のフェイスブックなんかお友達になってると、

可児市とかいろいろと投稿してますけども、積極的にね。

それから内容も市民に分かりやすいようなことを投稿して

ますので、よそのとこも参考にと。 

それからホームページは作ってある、YouTube はやって

いる、我々もインスタとか何かやってますけども、ただや

ってるだけじゃなくていかに再生回数を上げるか、閲覧者

を増やすかというのが大切で。ただやってるだけで再生回

数も０とか１とかだといけませんので、何とかその辺を工

夫してお互い少しでも見ていただくように、こちらが努力

しないと駄目だと思いますのでよろしくお願いします。 

佐藤委員、何か意見ないですかそういうのは。再生回数

を増やそう、市民の方に訴えるという意味で。 

 

再生回数についてなんですけど、再生回数は上げること

だけを考えるんであれば、多分ものすごい激しい議論をし
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て、それこそ強烈な意見対立みたいな、面白いぐらいに展

開されてるっていうことに仮になるとすれば、それはそう

だと思います。 

ただ、それがいいのかっていうのはまた別の問題ですし、

何をどういった目的でやっていくのかというまず原則とい

うんですか、考え方みたいなのをよく考えたうえで始める

のがいいのかなとは思います。 

あと再生回数って話ありましたけど、私も不勉強なんで

よく分からないんですが、多分広告収入が上がったりする

可能性がありますので、そこら辺の処理がどうなってるの

かというのはちょっと気になったことはありました。 

 

安藤委員どうですか。こう言ったら失礼やけど、いろい

ろと発信してもほとんど見てもらえないから。 

 

大変難しい問題だと思いますが、やっぱり紙媒体の広報

紙を通じて、こういうのもありますよというお知らせを地

道にしていくしかないかなと思います。 

 

テレビの視聴率は番組の評価になるかもしれませんけ

ど、NHK の教育チャンネルが視聴率が悪かったらやめるか

っていう話じゃないので、再生回数ってあんまり気にする

ことないと思いますけどね。 

ただ、見たい人にとってはこういう情報はありますよと

いうことできちんと丁寧に作っておけばいいかなというふ

うに私は思います。 

 

私も川柳委員と同じ考えでやっぱり地道にやっていくこ

とが大事だと思います。 

 

市民がいつでも見れる状態にしてあるというだけでも存

在意義はあると思いますので、現状そうなっているという

ことを評価できれば。再生回数については市民がどれだけ

そのテーマとか内容に関心があったかということではある

んですけど、後から見ることができるっていうことのほう

が大事ではないかと思いますので、今のとおりでよいと考

えております。 

 

副議長さん何か。 

 

こういうことをやってると広報していくことが大事だと
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思ってますので、今ホームページも YouTube も充実してお

りますので、そのあたりを今後もしっかり市民の方にお伝

えしていくことが大事だと思います。 

 

それぞれの意見、ご苦労様でした。それでは議長さんか

ら提案のありました件については、次回、役所のほうの資

料をもとにしてまた打ち合わせさせていただきます。 

それでは次回、引き続き今回の協議結果による市議会議

会だよりの校了に係る広報広聴委員会を開催したいと思い

ますが、次回は７月 16 日火曜日午前 10 時から開催いたし

ますがよろしいですか。 

 

（異議なし） 

 

そのときの内容については議会だよりの結果と先ほどの

役所のほうの運用規定といいますか、それを出していただ

いて打ち合わせすると。そのほかいいですか、打ち合わせ

事項で。 

 

（意見なし） 

 

それでは次回は７月 16 日火曜日午前 10 時からというこ

とでよろしくお願いします。 

これで広報広聴委員会を閉会いたしますご苦労さまでし

た。 

 

【閉会＝午前 10 時 26 分】 

 

 


